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（公印省略）

介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について

標記について、別紙のとおり各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長あ

てに通知しましたので、ご了知方よろしくお願いいたします。



医政発 0322第 13号

平成 30年 3月 22日

｜都道府県知事 ！ 
各i保健所設置市長 i殿
l特別区長 J 

厚生労働省医政局長

（公印省略）

介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について（施行通知）

平素より、医療行政の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 29年 6月 2日付けで公布された「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律J（平成 29年法律第 52号。以下「地域包括

ケア強化法j としづ。）により、医療法（昭和 23年法律第 205号。以下「法J

という。）の一部が改正されたところです。

これに伴い、療養病床等に係る経過措置等についての社会保障審議会医療部

会等における議論を踏まえ、「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令」

（平成 30年厚生労働省令第 30号。以下「平成 30年改正省令Jという。）によ

り、下記のとおり、医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号。以下「規則j

という。）等の一部を改正することとしました。

平成 30年改正省令については、平成 30年 3月 22日に公布され、同年4月 1

日（以下「施行日」としづ。）から施行されることとなりますので、貴職におか

れましては、制度の趣旨を御了知いただくとともに管下の医療機関に周知をお

願し山、たします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の4第 1項

の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

コい＝＝ロ

1 .改正の概要

( 1）転換病床に係る経過措置の延長等

医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年厚生労働省令第33号。

以下「平成 24年改正省令Jとしづ。）により、病院の開設者が、平成 24年

3月 31 日までに、当該病院の精神病床又は療養病床について、介護老人保



健施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床（以下「転換病床」

としづ。）に関し、平成 30年 3月 31日まで廊下の幅並びに医師、看護師、

准看護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当

該転換病床について、平成 30年 6月 30日までの聞に、転換を行おうとする

旨を再び開設地の都道府県知事に届け出たものに限り、当該転換が完了する

までの間（平成 36年 3月 31日までの聞に限る。）は下記のとおり取り扱う

こと。

① 転換病床に係る病室に隣接する廊下の幅を、内法による測定で 1.2メー

トル、両側に居室のある場合を 1.6メートノレとする措置を延長すること。

（規則附則第 51条の 2の規定により読み替えられた規則附則第 51条関係）

② 転換病床における入院患者の数に応じた医師の人員配置について、現行

の48:1を96: 1に緩和する措置を延長すること。（規則附則第 52条の 2

の規定により読み替えられた規則附則第 52条関係）

③ 転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助

者の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準

（※）として看護師及び准看護師の配置を 9: 1、看護補助者の配置を 9:2

に緩和する措置を延長すること。

なお、転換病床を有する病院における療養病床（転換病床を除く。）にお

ける入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に

ついて、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として看護師及

び准看護師の配置を 6: 1、看護補助者の配置を 6: 1に緩和する措置を延

長すること。（規則附則第 52条の 2の規定により読み替えられた規則附則

第 52条関係）

（※） 条例の内容については、法第 21条第3項の規定に基づき、当該基準

に従う範閤内で定めること。（ 2）①から③までにおいて同じ。

(2）療養病床に係る経過措置の延長等

医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成 13年厚生労働省令第8号。

以下「平成 13年改正省令j という。）及び平成 24年改正省令により、療養

病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成 24年 6月 30日までに、当該

病院又は診療所が一定の要件を満たすとして都道府県知事に届け出た病院

又は診療所に関し、平成 30年 3月 31日までは、療養病床における入院患者

の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者（以下 f看護師等j としづ。）

の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該療養病床について、平
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成 30年 6月 30日までの聞に、一定の要件を満たす病院又は診療所であるこ

とを再び開設地の都道府県知事に届け出たものに限り、平成 36年 3月 31日

までは下記のとおり取り扱うこと。

なお、病院に係る当該経過措置については基本的には終了するものの、転

換に必要な準備期間を考慮、し、転換が完了するまでの間（平成 36年 3月 31

日までの聞に限る）延長することとし、診療所に係る当該経過措置について

は、診療所が地域で果たす役割を鑑み、 6年間延長することとする。

① 療養病床を有する病院で、あって、平成 30年改正省令の施行の際現に、

介護療養型医療施設（転換病床を有する病院を除く。以下「特定介護療養型

医療施設」としづ。）又は看護師等の員数が規則第 19条第2項第2号及び

第 3号に掲げる数に満たない病院（以下「特定病院」としづ。）であること

を再び開設地の都道府県知事に届け出た病院の療養病床における入院患者

の数に応じた看護師等の人員配置について、都道府県が条例を定めるに当

たって従うべき基準として看護師及び准看護師の配置を 6:1、看護補助者

の配置を 6:1に緩和する措置を延長すること。（規則附則第 53条の 2の規

定により読み替えられた規則附則第 53条関係）

② 療養病床を有する診療所で、あって、平成 30年改正省令の施行の際現に、

特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が規則第 21条の 2第 2項 1

号及び第2号に掲げる数に満たない診療所（以下「特定診療所 IJとしづ。）

であることを再び開設地の都道府県知事（その開設地が保健所を設置する

市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市

長又は特別区の区長とする。以下（ 2）③において同じ。）に届け出た診療

所の療養病床における入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、

都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として看護師及び准看護

師の配置を 6: 1、看護補助者の配置を 6: 1に緩和する措置を延長するこ

と。（規則附則第 54条の 2の規定により読み替えられた規則附則第 54条関

係）

③ 療養病床を有する診療所で、あって、平成 30年改正省令の施行の際現に、

特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成 13年改正省令附則第

23条第2号に掲げる数に満たない診療所（以下「特定診療所HJという。）

であることを再び開設地の都道府県知事に届け出た診療所の療養病床にお

ける入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、都道府県が条例

を定めるに当たって従うべき基準として看護師等の配置を 3: 1 （そのうち

の 1人については、看護師又は准看護師）に緩和する措置を延長すること。



（規則附員lj第 55条の 2の規定により読み替えられた規則附則第 55条関係）

(3）医師の宿直義務の例外規定の改正

地域包括ケア強化法による改正後の法第 16条の規定による医師の宿直義

務の例外規定の趣旨は、病院が入院患者の急変時に適切な対応がとれるよう、

迅速な診療体制確保を求めることを明確化するものであり、新たに創設され

る地域包括ケア強化法第8条第 29項に規定する介護医療院（以下「介護医

療院Jとしづ。）を併設する病院の医師が当該介護医療院等の入所者に対し、

夜間・休日等の対応を行うことが可能となるよう宿直規定の見直しを行うこ

とで、病院から介護医療院等への転換促進を図ることとしている。

具体的には、地域包括ケア強化法による改正後の法第.16条に規定する「隣

接した場所に待機する場合」及び平成 30年改正省令による改正後の規則第

9条の 15の2に規定する「病院の入院患者の病状が急変した場合において

も当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして

当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認めら

れた場合j については、下記のとおり取り扱うこと。

① 隣接した場所に待機する場合

ア 「隣接した場所j の定義

隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると

認められる場合であり、次の（ア）又は（イ）いずれかの場所を指すこ

ととする。

（ア） 同一敷地内にある施設（住居等）

（イ） 敷地外にあるが隣接した場所にある施設（医療機関に併設した老

人保健施設等）

※公道等を挟んで、隣接している場合も可とする。

イ 「待機する」の定義

待機するとは、患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備え

ていることを指すこととする。

② ①に該当しない場合で、あっても速やかに診療が行える体制が確保され

ているものとして当該病院の所在地の都道府県知事が認める際の具体的な

基準は次のア～エのすべてを満たすものとする。

ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ

定められた医師へ連絡をする体制が常時確保されていること。

イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を

常時受けられること。



ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。

特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少

なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せ

ること。

エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。

当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行つて

はならない。

なお、都道府県知事が認めた後に上記ア～エのいずれかの事項に変更があ

った場合は、再度都道府県知事の確認を要することとする。

(4）既存病床数及び申請病床数の補正

平成 30年度から始まる次期医療計画においては、基準病床数の算定に当た

って、人口や入院受療率等から算定した地域の医療需要から、療養病床の入

院患者が在宅移行する際の受け皿である在宅医療や介護施設等、病院及び診

療所以外の施設等において対応可能となる数を減じることとしている。この

ため、算定された基準病床数は病院及び診療所の病床数を対象とし、介護老

人保健施設等から提供される医療供給量を含めないものとなる。

これを踏まえ、地域包括ケア強化法により、法第7条の 2第 5項の規定を

削除し、介護老人保健施設の入所定員数については、既存の療養病床の病床

数とみなさないこととしたため、介護老人保健施設の入所定員数については

既存の療養病床の病床数の算定には加えないこと。また、介護医療院の入所

定員数についても既存の療養病床の病床数の算定には加えないこと。（規則第

30条の 33関係）

ただし、地域包括ケア強化法附則第 28条の規定に基づき、病院又は診療所

が療養病床の転換（当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させると

ともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用

に供することをしづ。）を行った場合、当該転換に係る入所定員数については、

平成 36年 3月 31日までの問、療養病床に係る既存の病床の数として算定す

ること。（規則附則第 48条関係）

(5）病院等から転換する介護医療院の名称に関する経過措置の創設

地域包括ケア強化法附則第 14条により、病院又は診療所から介護医療院に

転換する場合に、一定の要件を満たしている聞は、法第3条第 1項の規定に

かかわらず、当該介護医療院の名称中に病院、病院分院、産段、療養所、診

療所、診察所、医院その他これらに類する文字（以下「病院等に類する文字J



という。）を引き続き用いることができるという名称に関する経過措置が講

じられている。

具体的には、地域包括ケア強化法附則第 14条に規定する「『介護医療院』

としづ文字を使用することj及び平成 30年改正省令第 41条に規定する F医

療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四条第一項に規定する地域医療支援

病院その他の患者を誤認させるような文字を用いないことJとし、病院又は

診療所の病床の一部を転換して介護医療院を開設する場合（以下「一部転換

の場合」とする。）と病院又は診療所を廃止して介護医療院を開設する場合

（以下「全部転換の場合j とする。）に応じて、下記のとおり取り扱うこと。

① 一部転換の場合

次の要件を満たす場合は、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文

字を引き続き用いることができる。

0 「介護医療院j という文字が使用されていること

例： 00病院介護医療院、介護医療院ムムクリニック等

※ 実態に合わない名称の使用を認めることは適当ではないが、病院又は

診療所が病床の一部を転換し、従前の病院又は診療所と介護医療院の両

方が存在する場合については、患者に事実誤認を生じさせる可能性が低

いと考えられることから、継続的に使用できる名称に当該文字を含める

ことを認めるものとする。

※ 上記の取扱いは外来機能のみを残す場合も含むものとする。

② 全部転換の場合

次のア及びイを満たす場合はi当該介護医療院の名称中に病院等に類する

文字を引き続き用いることができる。

ア 「介護医療院j としづ文字が使用されていること

例： 00病院介護医療院、介護医療院ムムクリニック 等

イ 当該介護医療院の名称中に地域医療支援病院その他の患者を誤認させ

るような文字を用いないこと。

法令に基づき一定の医療を担う病院又は診療所については、当該法令

の規定する病院又は診療所である旨を示す呼称は、継続的に使用できる

名称に含めることを認めないものとする。

例：特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、救急病院、

救急診療所、がん診療連携拠点病院等

予算事業に基づき一定の医療を担う病院又は診療所については、当該

予算事業に基づく病院又は診療所である旨を示す呼称は、継続的に使用

できる名称に含めることを認めないものとする。
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例：休日夜間急患センタ一、救急救命センター、災害拠点病院、へき

地医療拠点病院、総合周産期母子医療センタ一 等

その他患者に事実誤認を生じさせるおそれのある文字（診療科名又は

疾患名等）を含む名称を有する病院又は診療所については、当該文字を

継続的に使用できる名称に含めることを認めないものとする。

例：外科、循環器科、脳卒中、マタニティ、小児等

(7) その他

医師法施行規則（昭和 23年厚生省令第 47号）等の関係省令について、介

護医療院が医療提供施設に位置付けられることに伴い所要の改正を行う。

2.施行に当たっての留意点

(1) 1. (1）及び（ 2）の適用対象について

規則附則第 51条の 2及び第 52条の 2の適用対象となるのは、平成 24年3

月 31 日までの聞に転換を行おうとして開設者が都道府県知事に届出を行っ

た病院であり、かっ平成 30年6月 30日までの聞に再び都道府県知事に届出

を行った病院に限られること。

また、規則附則第 53条の 2、第 54条の 2及び第 55条の 2の適用対象とな

るのは、平成 24年6月 30日までの聞に特定介護療養型医療施設、特定病院、

特定診療所 I又は特定診療所Hであることを開設者が都道府県知事等に届

出を行った病院又は診療所であり、かっ平成 30年6月 30日までの間に再び

都道府県知事等に届出を行った病院又は診療所に限られること。

(2) 1. (1）及び（ 2）に関する届出について

上記の適用対象となっている病院又は診療所の開設者が、平成 30年 6月

30 日までの聞に開設地の都道府県知事等に届け出る際の届出書類の様式例

は男Jj添 1及び別添2のとおりであるので、各都道府県等における業務の参考

にされたいこと。経過措置の適用に当たっては、平成 30年4月 1日時点に

おける医療機関の状況で確認されたいこと。また、届出書類の作成の際に、

看護師等の員数を確認した資料などは適宜当該医療機関において保管する

よう指導されたいこと。なお、定期の立入検査等の場を活用し、経過措置が

適切に運用されているか必要に応じて確認されたいこと。

(3) 1. (2）に関する条例制定施行までの経過措置について

規則附則第 52条、第 53条、第 54条及び第 55条に規定されている都道府

県が定める人員配置標準に係る条例が平成 30年 3月 31日において、効力を



＼ 

失う場合は、平成 30年4月 1日から一年を超えない範囲内において、当該

都道府県が条例を制定施行するまでの間は従前の条例で定める基準を規則

附則第 52条の 2、第 53条の 2、第 54条の 2及び第 55条の 2の規定によっ

て、読み替えて適用されるそれぞれの規定に基づく条例で定める基準とみな

すこと。

(4) 1. (4）に関する条例制定施行までの経過措置について

平成 30年改正省令第 42条の規定に基づき、療養病床の転換に係る介護老

人保健施設又は介護医療院の入所定員数については、平成 36年3月 31日ま

での問、療養病床に係る既存の病床の数としてみなすところ、地域包括ケア

強化法附則第28条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの聞

は、平成 30年改正省令第 42条で定める基準を、当該都道府県が地域包括ケ

ア強化法附則第 28条の規定に基づき条例で定める基準とみなすこと。

(5）転換病床における看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置の取扱い

について

平成 30年改正省令の施行により、都道府県が条例を定めるに当たって従う

べき転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助

者の人員配置に関する基準は、 1. ( 1）③のとおりであるが、看護師及び准

看護師について、転換病床を含めて病院全体としての配置標準を上回って配

置している場合には、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行につい

てJ（平成 18年6月30日付医政発第0630015号厚生労働省医政局長通知） 2. 

(2）における取扱いと同様、標準を超えた分の員数については、看護補助者

の員数として算入して差し支えないこと。

(6）医師の宿直義務の例外規定に係る経過措置及び手続きについて

施行日の前日において、改正法による改正前の法第 16条の規定による都道

府県知事の許可を得ていた場合については、施行日において地域包括ケア強

化法による改正後の法第 16条の規定により都道府県知事に認められたものと

みなすこと。

平成 30年改正省令の施行により、病院の管理者が、平成 30年4月 1日以

降に開設地の都道府県知事に届け出る際の届出書類の様式例は別添3のとお

りであるので、各都道府県における業務の参考にされたいこと。また、届出

書類の作成の際に、病院の診療体制等を確認した資料などは適宜当該病院に

おいて保管するよう指導されたいこと。なお、定期の立入検査等の場を活用

し、適切に運用されているか必要に応じて確認されたいこと。



さらに、平成 30年改正省令の施行後に、必要に応じて各都道府県における

運用について、厚生労働省として状況を確認することとしていること。

(7）病院等から転換する介護医療院の名称に関する経過措置の適用対象につ

いて

平成 30年改正省令第 41条の適用対象となるのは、施行日の前日において

現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称、中に

病院等に類する文字を用いているものが、当該病院若しくは診療所を廃止し

て介護医療院を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少

させて介護医療院を開設した場合に限られること。

(8）病院等から転換する介護医療院の名称に関する表示について

① 一部転換の場合

介護医療院の名称を表示する際には「介護医療院」という文字を併記等

した名称を使用することが望ましいものの、既存の介護老人保健施設等で

の取扱いを踏まえ、医療機関の一部を転換して、介護医療院を併設する場

合（外来機能のみを残す場合も含む。）においては表示等により医療機関

と介護医療院との区分を可能な限り明確にすることとし、その方法につい

ては、フロアマップ等の館内表示等でも足り、必ずしも看板等で名称を明

示する必要はないものとすること。

② 全部転換の場合

介護医療院の名称を表示する際には、一部転換の場合と異なり、従前の

病院・診療所の機能はなくなることから、表示上虚偽の広告にならないよ

う配慮することが求められることとなること。（従前の病院や診療所の名

称のままとすることは不適当。）

ただし、施行目前から広告していた医療機関名の看板の書き換え等につ

いては、可能な限り速やかに変更することが望ましいものの、次の新築又

は大規模な改修等までの問、広告することが認められるものとすること。



都道府県知 事殿

開設者

（別添1：様式例）

平成年月日

住所

氏名 印

1去人にあっては，主たる事務所の所在地及び｜

｜名称、並びに代表者の氏名 ｜ 

電話

病院病床転換届

次のとおり、病院の病床を転換する予定のため、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第 50号。以下

「規則Jとしづ。）附則第 51条及び第 52条第 1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

病院名称

所 在 地

開設許可年月日

壬E又月A 名 称

置
設置年月日

施

設 設 置理由

転
転換先名称

換

先 転換先所在地

施

設
転換予定年月日

病床種別 設置施設病床数 他の病床数

転換予定病床数 療養病床 床

精神病床 床

（注）この届出書には，次の書類を添付すること。

1 敷地の平面図

2 建物の平面図（設置施設に係る病室の部分を朱書で示すこと。）

3 各病室の概要（別記 1に記載すること。）

4 転換予定年月日までの事業計画書（別記2に記載すること。）

床

床

病床数計

床

床



(J.}IJ記 1)

1.病室の状況

病床種別 病室番号

各病室の概要

定員（人）

（注） 1. 建物ごと，各階ごと，病床種別ごとに別葉とすること。

（別添1：様式例）

床面積 （ぱ）

2. 「病床種別」欄には， 「精神J' 「療養j のいずれかを記入すること。

3. 「病室番号」欄には，平面図と合致するよう記入すること。

4.床面積については，小数点第2位を切り捨て，小数点第 1位までの数値を記入すること。

2.病室数及び病床数の状況

病床種別
病室数 病床数

変更前 変更後 変更前 変更後

療養病床 床 床 床 床

精神病床 床 床 床 床



（別添1：様式例）

031J記 2)

転換を行うまでの事業計画書

年月日 内容 備考

（注） 1. 病床転換に係る設置施設から介護老人保健施設等への過程が明確となるように記入すること。

.2.転換予定年月日を明記すること。

3.職員の状況についても記載すること。



都道府県知事

保健所設置市長殿

特別区長

開設者

（別添2：様式例）

平成年月日

住所

氏名 印

｜法人にあっては，主たる事務所の所在地及び｜

i名称並びに代表者の氏名 ｜ 

電話

療養病床等に関する経過措置の適用に係る届出

標記について、医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号。以下「規則Jとしづ。）附員lj第 53条、

第 54条又は第 55条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

1. 届出の根拠規定等について

届出の根拠規定 特定介護療養型医療施設への該当の有無

有り ｜ 無し

（注 1）「届出の根拠Jの欄には、規則附則第 53条、第 54条又は第 55条のうちから 1つを選択して記

入すること。

（注2）「特定介護療養型医療施設」の内容については、規則附則第 53条を参照されたいこと。

2. 看護師等の人員配置の状況について

必要数
平成 30年4月1日時点

における現員数

看護師数

及び准看護師数
名 名

看護補助者数 名 名

（注 1) 1. の「特定介護療養型医療施設Jに該当する場合には、 2. の記入は不要であること。

（注2）「必要数j の欄には、経過措置が適用される前の員数の標準に基づき、平成 29年度の入院患者

の数及び外来患者の数の平均値を用いて算定される数を記入すること。

（注3）「平成30年4月 1日時点における現員数j の欄には、常勤換算後の数を記入すること。



（別添3：様式例）

病院医師宿直免除申請書

平成年月日

都道府県知事殿

管理者住所

氏名 nH「ι↑
 

医療法施行規則第9条の15の2の規定により病院に医師を宿直させないことについて次のとおり申請

します。

病 院 の 名 称、

開 設 (J) 場 所

電 言百 番 -fデl 

＝口4ノ::. 療 科 目

一般 療養 精神 結核 感染症 合計
病 床 数

床 床 床 床 床 床

病院に医師を宿直させない理由

連 絡 体 告リ

医師が速や

かに診療を 連絡を受ける

行える体制 医師の場所

の確保状況

について
医師が適切な診

療が行える状態 有 ． 鑑

の確保の有無

（注）「医師が適切な診療が行える状態の確保の有無」について、「有」とした場合には当該事項が確認

できる医療機関内の規程や内規等を添付すること。



,, 

（別添3：様式例）

病院医師宿直免除申請書く記載例＞

平成年月日

都道府県知事殿

管理者住所

氏名 円
け
い

ζ
ト

医療法施行規則第 9条の15の2の規定により病院に医師を宿直させないことについて次のとおり申請

します。

病 院 の 名 称 当該申請を行う病院の名称を記載してください。

開 設 。コ 場 所 当該申請を行う病院の所在地を記載してください。

電 言百 番 アEデ::J 当該申請を行う病院の連絡先を記載してください。

＝ロクグ〉 療 科 目 当該申請を行う病院の標ぼう診療科目を記載してください。

病 床 数
一般 療養 精神 結核 感染症 合計

（許可病床数を記載してくださし、）
床 床 床 床 床 床

病院に医師を宿直させない理由
当該申請を行う病院において、医師を宿直させないことを申請する

理由を分かりやすく記載してください。

医師についてはあらかじめ当番制を設け、患者に急変があった場合

連 絡 体 制
においても、夜勤の看護師が当番医師の携帯に連絡をとれる体制が

確保されている等、「誰が」、「誰にj、「どのようにJ連絡をするか

医師が速や
について、分かりやすく記載してください。

かに診療を 連絡を受ける 病院からOOkmの医師住宅等、速やかに駆けつけることができる

行える体制 医師の場所 場所であることが分かるよう、記載してください。

の確保状況

について
医師が適切な診

療が行える状態 有 ． 鉦

の確保の有無

（注）「医師が適切な診療が行える状態の確保の有無j について、「有j とした場合には客観的に当該事

項が確認できる医療機関内の規程や内規等を添付すること。
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一補び種す要第又 病床数 床第コ か診入第九 削

削・正 該当申 別る請ーは の十 既床存病数及 じ療 者続患 条 るる二の に場 （項 法種条 めをの

） 基 応合以にr第の別 の 該病院当 行 十
準請じに下お七の三 の五

略はに第おこい条増相変十 体う 病の

係 こ い の で の 若 更ニ 制状ー
次る十て項読二しの び のがが

の病条 、及 み替え 第く許 病 申 所在地 確急、 法第十

と 床数算定を の都び コ 病床は 可院請 保変お三道 項若の病 さし
り 十項次 ての し 床 のれた六
と に府旧に準規のく設開 数都て場条 改
す 規知7"お 用定種はのの 道い合の

る。するす定事がていするによ別の診直許補正 府県るもおに厚生 正

に る 該当申 ー四・1 法第七 命若メるτ当3、変原所可、） 知の い 働省ノ労刊~ 当区 命令等 更の病 事とて 後
た域 の病院 にしも

つに請 条 許床の 認て 該病当
てお又のし可の め で
行けはとこくの設病t ら訪当 定
わる命令い第一は請申置ル数句、 れ病日κ 院め

れなけ既存の等に）う。項の一 法第二 がな許の可増加の 場たA 院の 医師の場合る

ば病イ系を規十さ 、若 ’口と理管 がは

な床 病床るし定条れ診し す者速
らの よにのた療く るがや病
な数 うよ十場所は 。あ か 院
い及のとるこ合の病 らにの

第 第

るの三｜一・補正 該請び当申 種別 場すEるd' 請要第又は病出床の十二（既 新設 すと得て（以保険条一

既 入所数定員 護介老 二の に （項法 Y数ト 種条存 る た 下 法 の
存 基応以に第の別の 。数（ー
の 準じに下お七のコ を
病 人（略はに第おこい条加増変十床病数 療護介「 成平 法

床 保健施 、係三いのでの若更三及 養老九第
の 次る十て項読二しのび 病人年七

数 O の 条、及 替みえ 第く許病 請病申 床 保健施 法条
と ・ 設との都び三 病床は 可院 又律の
し五のおコ道次項若の は 第
てを り十府項てのし 開床 一設百第
算乗 と に県に準規のく設数 般病床 」一五
定じ す お用定種のの と十項改

いの
る得た に る でるよの可 lE にう号厚王

こと数つい に当区る訪当 命メ等it 法会主 命ρ若τる3、変更所の病、） 係る））の生労 前削

。をて た域ロ申〆男七ラ の病院 既の規働

療養病 は つに請条許床の 存入定省
てお又のし可の 病床数 の所に令

該護介老当 行けはとこくの設 病定よで床 わるい第は 申 置 床員定
又なニのの の数め
は hけ既存の命令等に）う。項の法第コがな許可加増 数と Oに護介老る 基る

床般病 保健人施 ば病係を規十さ 若 み・人準
な床るし定条れし な五保は
らの病ょにのた訟曜く すを健

に な数床うよ十場 1所京 は も乗施介
係設 い及のとるこ合の病 のじ設護
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法
の
規
定
に
一
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
介
護
医
療
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
施
設
一

、
設
備
又
は
資
金
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

D

d」

（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
二
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
一
第
三
十
条
の
三
十
五
の
二
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
一
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（

略

）

一

一

（

略

）

こ
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
全
て
の
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
一
二
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
全
て
の
病
院
、
診
療
所
及
び
介
護
老
人
保
健
施

及
び
介
護
医
療
院
が
、
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
病
院
の
所
在
地
を
含
む
区
一
設
が
、
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
病
院
の
所
在
地
を
含
む
区
域
（
当
該
病
院

域
（
当
該
病
院
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
、
法
第
三
一
の
所
在
地
の
都
道
府
県
の
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
法
第
三
十
条
の
四
第
二

十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
）
及
び
当
該
区
域
に
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
）
及
び
当
該
区
域
に
隣
接
し
た
市
町

隣
接
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
一
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
内
に
あ

道
府
県
内
に
あ
る
も
の
（
第
四
号
に
お
い
て
「
隣
接
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
る
も
の
（
第
四
号
に
お
い
て
「
隣
接
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
こ
と

所
在
す
る
こ
と
。

三
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
全
て
の
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設

及
び
介
護
医
療
院
が
相
互
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
。

四
（
略
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
（
路
｝

2

前
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め

に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照

三
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
全
て
の
病
院
、

設
が
相
互
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
。

四
（
略
）

診
療
所
及
び
介
護
老
人
保
健
施

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
（
略
）

2
前
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め

に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照
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表
に
計
上
す
る
当
該
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
資
産

の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を

控
除
し
た
額
に
、
純
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
を

控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
口
以
下
同
じ
。
）
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
当
該
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介

護
医
療
院
の
業
務
の
用
に
供
す
る
財
産

一
一
（
｝
六
（
略
）

表
に
計
上
す
る
当
該
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
資
産

の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を

控
除
し
た
額
に
、
純
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
を

控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
当
該
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
業

務
の
用
に
供
す
る
財
産

一一

1
六
（
略
）

（

設

立

の

認

可

の

申

請

）

（

設

立

の

認

可

の

申

請

）

第
三
十
一
条
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法
人
設
立
の
認
可
を
一
第
三
十
一
条
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法
人
設
立
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
一
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
以
下
単
に
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
一
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
以
下
単
に
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

＼

一

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一
i
四

（

略

）

一

一

i
四
（
略
）

五
当
該
医
療
法
人
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
病
院
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
一
五
当
該
医
療
法
人
の
開
設
し
よ
う
と
す
る
病
院
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
診
療
科
目
、
従
業
一
定
す
る
診
療
所
対
同
州
観
剖
刈
倒
倒
刷
到
の
診
療
科
目
、
従
業
者
の
定
員
並
び

者
の
定
員
並
び
に
敷
地
及
び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
一
に
敷
地
及
び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

ムハ

i
十
（
略
）

ω
一

六

i
十
（
略
）

十
一
開
設
し
よ
う
と
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
一
十
一
開
設
し
よ
う
と
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理
者

療
院
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
を
－
記
載
し
た
書
面

（
一
人
又
は
二
人
の
理
事
を
置
く
場
合
の
認
可
の
申
請
）
（
一
人
又
は
二
人
の
理
事
を
置
く
場
合
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
一
条
の
五
法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
一
第
三
十
一
条
の
五
法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
一
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
一
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
縮
設
又
は
介
一
一
当
該
医
療
法
人
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
数

護
医
療
院
の
数

二
・
一
二
（
略
）

一一． 
一一一

（略）

F
h
u
 

oo 



（
管
理
者
の
一
部
を
理
事
に
加
え
な
い
場
合
の
認
可
の
申
請
）
（
管
理
者
の
一
部
を
理
事
に
加
え
な
い
場
合
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
一
条
の
五
の
二
法
第
四
十
六
条
の
五
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
一
第
三
十
一
条
の
五
の
二
法
第
四
十
六
条
の
五
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
一
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府

県

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

県

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

（

略

）

一

一

（

略

）

二
当
該
管
理
者
が
管
理
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
一
二
当
該
管
理
者
が
管
理
す
る
病
院
、
診
療
所
叉
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
名
称

医

療

院

の

名

称

及

び

所

在

地

一

及

び

所

在

地

一

二

（

略

）

一

三

（

略

）

2

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
と
同
時
に
、
第
三
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
一

2

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
と
同
時
に
、
第
三
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
い
か
な
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
そ
の
管
理
者
を
理
事
に
加
え
一
の
規
定
に
よ
り
、
い
か
な
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
そ
の
管
理
者
を
理
事
に
加
え

な
い
こ
と
が
で
き
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
を
一
な
い
こ
と
が
で
き
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
を
明
ら
か
に
す
る

明
ら
か
に
す
る
旨
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
の
認
可
の
申
請
書
の
提
出
を
行
一
旨
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
の
認
可
の
申
請
書
の
提
出
を
行
う
場
合
は
、
前

う

場

合

は

、

前

項

第

一

号

の

記

載

を

要

し

な

い

。

項

第

一

号

の

記

載

を

要

し

な

い

。

（

定

款

及

び

寄

附

行

為

の

変

更

の

認

可

）

（

定

款

及

び

寄

附

行

為

の

変

更

の

認

可

）

第

三

十

三

条

の

二

十

五

（

略

）

一

第

三

十

三

条

の

二

十

五

（

略

）

2

定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
が
、
当
該
医
療
法
人
が
新
た
に
病
院
、
法
第
三
十
一

2

定
款
又
は
寄
附
行
為
の
変
更
が
、
当
該
医
療
法
人
が
新
た
に
病
院
、
法
第
三
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
を
開
一
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す

設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
の
書
類
の
ほ
か
一
る
場
合
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
の
書
類
の
ほ
か
、
第
三
十
一
条

、
第
三
十
一
条
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
定
款
又
は
寄
附
行
一
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
定
款
又
は
寄
附
行
為
変
更
後
二
年

為
変
更
後
二
年
間
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
予
算
書
を
、
前
項
の
申
請
書
に
一
間
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
予
算
書
を
、
前
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ば

な

ら

な

い

。

3

・
4

（略）

3

・
4

（略）

（

医

療

法

人

台

帳

の

記

載

事

項

）

（

医

療

法

人

台

帳

の

記

載

事

項

）

第
三
十
八
条
令
第
五
条
の
十
一
第
一
項
の
医
療
法
人
台
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
一
第
三
十
八
条
令
第
五
条
の
十
一
第
一
一
項
の
医
療
法
人
台
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

事

項

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

ら

な

い

事

項

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一
i
三

（

略

）

一

一

i
三
（
略
）

四
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所

1
州
謝
剖
刈
倒
倒
樹
剖
刻
同
州
謝
剖
劇
闘
の
名
称
一
四
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
対
同
州
謝
剖
刈
側
側
刷
剖
の
名
称
及
び
所
在
地

及
び
所
在
地
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2 
五
i
十（略）

（略）

第

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
社
員
）

三
十
九
条
の
二
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目

的
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
医
療
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
焔
設
又

は
介
護
医
療
院
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す

る
個
人

一一

1
五
（
略
）

第

（
大
都
市
の
特
例
）

四
十
三
条
の
三
令
第
五
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
が
医
療

に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
、
第
三

項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
三
条
第
一
一
唄
、
第
七

条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
九
条
の
十
五
の
二
、
第
二
十
三
条
、
第
四
十
八
条
の
二

、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
三
条
の
二
、
第

五
十
四
条
の
二
並
び
に
第
五
十
五
条
の
二
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「

指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二

十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
一
条
の
四
、
第
五
十
二
条
の
二
第
二

項
、
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
五
十
五
条

の
二
第
二
項
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
」
と
、
第
二
十
二
条
の

四
の
こ
中
「
都
道
府
県
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
」
と
、
「
都
道
府
県
知

事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
五
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
五
条
中
「
都
道
府
県
が
」
と

五
i
十

2

（略）

（略）

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
社
員
）

第
三
十
九
条
の
二
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目

的
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
医
療
連
携
推
進
区
域
に
お
い
て
、
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す
る
個
人

一一

1
五
（
略
）

（
大
都
市
の
特
例
）

第
四
十
三
条
の
三
令
第
五
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
が
医
療

に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
、
第
三

項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
三
条
第
一
項
、
第
七

条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
並
び
に
附
則
第
五
十
条
中
「
都
道
府
県

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の

四
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
」
と
、
第
二
十
二
条
の
四
の
二
中

「
都
道
府
県
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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Jコ

護老介を 病床療養

以
、
る は． し 第七 の 男IJ四 あ

た 後 療
既存 号要面主同

よ お
力若増目

の 十 る
。月

場メ口h、 病床養
フ し、 オノ笠ミ 変 ｝＼ 附 σ〉

当 の と て の 更 条 は．
十 人 の

該病院
病床

係 す 玉員幸3士E~ し の 員リ

都指定市

お
4健施某病床数 有すを 病床る

る
み替え

第 く 許
病院日 け の

場メ口b、
lま

若可ま る 又 数 項
病床

の
で

該転換当

設

減少をさ

lま
病院る

及 の て の し 開
の 又

診所療
び 種 お

用す準
規定

の く 設 カミ
間

護療介院医は
請該当申

Jjlj し、
種別

診療は
の 」一

又 て 許 と
療 せ の は 応

、
る よ の 可 芸瓦宝IL 

養 係 る

療養病床 診療所
じ

都道府
法

命ノ若るす合ヨ、

変 所
、

替みえ病床
る と 第

第七 更 の
病rクre.巳ァ入 と 係 の

床病所 の も の
床病る

十条 県 方ノ生、＝ 許 の る
イ系 足，＿，＿・.用 の 関

知事
の し 可 の

病床数
も

る
員数

、
転

設者カt
の く の

設置
の

既存
供

病該当
換

数算を
カミ 第 Iま

請治申宝

と
す

該病当

十
該当 第法

の の す
の Jコる

、
項 言午

加増 る

床病
し、 院

成平 定す 規定 号百申孟円三

の
なさ 可

。
、幽司．

て と 又 規定 十条
若

の は． を lま院 る す 又 れ
診療所

し
数

、
し、 受療日J今’ 又 年十 る lま の た く

と
成平 つ lま 当

域区
命若A 寸3

よ 十
場メロ3、 病床はし 所 云療ロdクb’ 四 た る の

て
、』J

の 月 Jコ
要請を

第 又 病

算定 十 を 施 所 て お し lま
床数

の
ーノ」、-行 設 。コ 日 lま け く 項 法 種

21 第
介 保 府 規 年 あ条 並

前項第 る
の r:_ と を 河ノ安℃ 疋，.＿.＿・ 後 を 人 よ 四

護老 健施 県 疋~『 厚 第るの 係 規定 び 入 日
みな よ 戸JζZ． の 戸コ正主、， 

健保 る 十八
生 ーの三 る 項三）

所定
以 り け r:_ よ

介護老たけ

開 附
人 設 お 基

働労
項 は 十

部分 す
運ρ凸:!.l. 

の 号に 千麦 さ そ た の る 施 三p_9'.河-1<:._℃ 

保 及 け Jコ の、三

床換病転る

規定 のつ 員 れ の 老
規点'E

改 壬亘n又; 0) 員lj
健 び る

療養き メ省第百I企3" 

規定 「 第 規い 〆’町、 開 た 開 人 正
第

許
成十平施

成平 成平 入一 限 関 に定て
入所定

設
護介者 者設泊1

保健
円lj 可

設 は所定 項 る す カ瓦はは 言午 よ 。〉 人 又
以 十 病 第 る か適 可 施 る 老

行法
保健施

項 lま
外 年 床 十 療医数員号二

、、＿＿，
基 わ用当 貝 等を 保人 護介

き昆凡又品 開
保人 入 年

の ノ~ 年 及 九 よ 準 らし分 。コ で 設

平成九

お
員所定

四

護介
月 四 び 号 施法 」 中 ペコ

護介老る

fヘ ずなの
増加

二戸え， 
健施

保険法
あ の 健 設 し、 月

月 と「 し、 平

介護老、 い 問第一
け Jコ許 法 て

老 十 1向又円A 行 す 入 て 成 た ヨ肩壬又九 て 可 ”‘、 と 一「 σ〉日
人 －ノ~ 日

床病
よ 則規 る。所定 iま 十 イ系

みな
第 第九 護介

又
和昭

年法律第

し、
成平 加増 後以イ呆 日 以 る

、
人

苅ρるι 主
lま つ

健 以 後 改 の 数員 当 保 年 人条 し 十

保法施険

入 五 十

介護保法険

施 後 イ系 正 分 健 厚 保 の 更
護介老

項
条第四

所厄,..i..,. 十七

、、＿＿，
係

設 開 る 後 部に の 施

省生b 第TJ 
健施 及一の 百 及 年

変更るの 開 設 基 の を O 間 壬E凡又. 

場メ口b、
お 員

年法
び 四 , 

入 設 許
病準

第 改・ の 設び 人 し1 行 の 十
成平

月
所 許

等可
正五 第 入 の 第 lまイ呆 て 項

法第八
加増

律第八
四 。〉

r疋4 可 床
十方ろ之丈

すを 所定 四 人三
、
健施

の 号 日 許 第九ーー「
員 等 を 数 る乗 条 十 員 十条

該増力当日
成平

許 年
後以

可
を F二又立．， を の

省令 てじ
の 員 号 L壬百－凡又－ 可 方第ノ生℃ イ系

十号
第 を 十

J：コ 戸コ乙ζ． け
算定

戸両＼ 施 の を
苅ぷる正ミ． 

月 戸コミ:z.ー
条四し、 け た

十第
（得 及 条同 附 設三 と 年 手：.＞立z 十 開 lナ

て た
介護老

し 成平 た び
則第 及十

部分
し、 ーノム＼ーけ 項 更 第 四 十 ユ許匝又凡

護介老た

の
準 み た 十 」数 第 の び 三 つ月 た の の 四 条

規定用 な
都道

号
換転

)¥ 設第 も 規定
言午 十 の 日

等可す し 人 の 七 と 十 条 備一 限
、、，J

十 の 可 t、d＼ 規 以

第
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第
四
十
八
条
の
二
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九

年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
六
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
い
る
病
院
の
管
理
者
は
、
介
護

保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省

令
第
号
）
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
同
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
第
九
条
の
十
五
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

第
五
十
一
条
精
神
病
床
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十

一
一
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が

、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養
病

床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施

設
、
軽
費
老
人
ホ

i
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

i
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者

る。
4

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
第
二

項
に
規
定
す
る
入
所
定
員
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

5

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
附

則
第
十
三
条
の
療
養
病
床
の
転
換
を
行
っ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
定
員
（

同
条
の
転
換
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
転
換
を
行
っ
た
日
か

ら
同
日
以
後
最
初
の
第
三
十
条
の
三
十
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
療
養
病
床
及
び

一
般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
を
都
道
府
県
に
お
い
て
算
定
す
る
日
ま
で
の
聞
に

限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
の
こ
及
び
第
三
十
条
の
三
十
三

第
一
項
第
三
号
中
「
入
所
定
員
に

0
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
あ
る
の
は
、
「

入
所
定
員
数
」
と
す
る
。

（
新
設
）

-89 -

第
五
十
一
条
精
神
病
床
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十

二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該

病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病

床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽

費
老
人
ホ

i
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十

条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

i
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支



の及を五 き
基る カ

。
例オδEて

疋rムー， 日 の お 五 日 。〉 お 五 ノレ条第ると該届出 日こ
現際第び正改十コ 制定

を
、』J

成平 」と 都道 つ十 '-

都道 とっ十
」 まい まと支援者要準 失 カミ よ と と とーで でを

に五す条 し lま つ

施制行定さ

」円fj り コあ

府県知事

し 条 あ 府 し オδEミこ 、項のつ。にのい

十る た
、
条同

項 吾瓦士IL 

年十 のる
て の る

知県
て の 「第十間）係問う。

健保等康険法 五条おに 省令（ 病床療養
例条 項目IJ の

み替え

、
の

、
二 に床病るに そ

の 規是p」ー． 四は
成平 lま事

成平 一成平係 そ以の
で の

規定
月 条目lj 

、
申々オHみよlミj~ 七号 る の下他

いて 平成一 有すを

疋,..,_,. 
規定 れ て --, 

届け
自司可 届 一一 メイ三病室（を旨同の

め る よ 適
か日 成平 年十

の
成平

け 年十 の l中十年 以 じ者を
る 基 ま

さmり士i:; 用さ た出 規定
出 規厄,..,_,. 

ト「 に下開。
の「十 基 よ ィコ で ら三 た 国F凶~

ノレ一三接す隣こ設地 ）入

部成平一 年四病院る 準と 読り 方ノく生丈

の
替みえ

れ 一
十ハ 場合

月 の 十
場メ口b、

月 。コ
間 る 年 適 ーノム＼ー 適

」と八・月二 条のの行を所又

改を十厚生で みな み替え
例 条円IJ を 年に 十 用 年 十 用

あメ十る及府都道知県 おは
成平

て
超え

三は 日 を 一 lま 日 を る｜一廊び う入〆’園、

正 四 働省メ労第Tl 益、 あ
条同

適 の 月 ま 戸Jけ~ 月
、
ま 戸コけζ乙． の ト 日 下 第 と居

す年改 つ
す。て

用さ 規定 な
十ゴ 条同中

で
条同中

で は ル ま に 五 しさ
るて 適

年十
し、 の る 十 の る 「」でつ十 てせ

律第法ー 」正省令 ＝ 療施法医
用さ

｛ポ-- れ
基 範囲内

間
病院

間
病院

ー と の い 二 事、る
る る 日「 日 F『寸 あ 間て条に成平た

れ
部分

月
方ノ同安ミ

イコ 」と 成平
、
の

し自由

平成
、
の 六るにはに届 め

十と十コ
る

府都道き

再

設者開が

と 再

者開設が メ！ のは 限る。 該転換が当、 おい 出け 十ー 施の条同 十 お すニ び、 す び

六い号。行規 F畏 イ系 し1 る。 年十 そ る 年十 そ ト「 てた年四設

条のう。第則等
の る 日 る て の の ルー） 場メ口b、 の
規定 部分 県が

、
を日

、 一
を日

、

」・は 換床転病 三用
規厄,..,_,. '-' 五

、、＿，
お 項目IJ 月 転換

月
換転を

一 γ 月
の 十の で し、 r疋_,_,. 開 開 すとメ第完 は」三供すに

に施 四 一 基 疋，..，＿・ て F畏 め の 十
設地

を 十
設地 る I 十す了 、十

よ行条 音日 Jコめ 効 る る 規 行 行 ト六 当ーる

第第第

援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

い
う
口
以
下
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
聞
に
そ
の
旨
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出

に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
転
換
病
床
」
と
い
う
。
）
に

係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い
て
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
（

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
限
る
。
）
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
十

一
号
イ
中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
ご
・
二
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二

・
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
十
三
条
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て
、
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
。
次
条
及
び
第

五
十
五
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現

に
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
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の 五
制定き

る カ
。
条例定 三条同は年 五 一 び 日 る 事 型 も い 」 看 十 項｜法る

施 十 基 を
、＿，，

に成平十 特定 六 十 第かにに医の病と護五 及第改
千子四 準 失 カミ よ一中 月 二三ら当届療の院い師条 び八正
の条 し lま つ

施制行定さ

項前 り 三 日 「 病三 方ノ定丈 号平たけ施開（う及の 第条前

現際
た

、

オ同~ て の （の成つ出設設以。び二 三第の

例条 項日lj
の読み替え 年十」と 成平院で十日 路規定 三てたで者下）准ま 項二介

の 規定 四す三あま 十従場あがこが看で に十護
で の

規定 月る年十るで 円lj に年う合る、の第護に規六保
疋,_!_,. 

規定
れ にて一。 この 条 か三べにこ平条十師お定項険

め る よ適日 ＝と間 の か月きはと成及 九並いすに法
る 基 ま り用 七、 月 を 規 わ三看、又二び 条びてる規第
基 よ イコ で 三間世(j さ ら 一開 、定 ら十護当は十次 第に「病定四
準り

条例く
の

み替え
れ 一 十

地設
再 の ず一師該特定 四条二看特院す十

と 芸目点;(, 間
前条る

年 び 適 、日等病 年に項護定でる八

みみ を 日 の 特 用 次 ま の 院 病 六 お 第 補 介 あ 介 条

療施医 所であ
な替え 成平

て 超
L_  

都道府 介護定
を ので員に院月い二助護る護第〆’ー、

す。て 条同
適 の え と 戸Jけ:!, ζ． との数適で三て号者療も療ー

用さ 規是pム噛
な あ お聞の用あ十「及の養の養項

設つ 適 十 し、 る
事県知

療 る りは基さる日特び員型を型第
又て 用 係、 年 れ

基 範囲内
。コ 養

病『lクreロァ
と 、準れこま定第数医除医三

iま さ る る lま 型 す第はるとで病三（療く療号

護看師等 成十平一
れ

部分
月

条問
Jコ 医 の る十、都をの院号以施。施の

る

都道府県き

-, 届
施療

関 。九平道開問」に下設以設指

方同ノ交℃ 

十 お
成平

け 設 第条成府設にと掲「」下（定
限 係、 し、 出 設 者 二県地、いげ看とこ第を

の四 の る 日 る て 一た で カ1 二十がの特うる護いの五 戸.:x.乙． 

員数が 年改lE 規よpムとゅ

。
部分

、
十

場ぷ口b、
あ

、
項 四 条 都 定 。 数 師 う 条 十 け

、、ー” お カミ 項目lj
司ノム＼ゅ る 成平

第年例道介）に等。か 一て
で し、 p疋ι， 年

ち，． 二四を府護で満の）ら 条 し、、ー幽．

第ー 省メτ3』
基 疋炉ム噛 て 限 め 。〉 一はiと 一 号月定県療あた員又第 第 る
Jコめ 効 る る 規 月 又 十 及 一 め 知 養 る な 数 は 五 一 同

第第

（
新
設
）

唱
，

in
y
 

前
の
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
泊
〈
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八

条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項

に
規
定
す
る
病
院
で
あ
る
も
の
を
除
く

D

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
五
十

五
条
に
お
い
て
「
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
い
う
。
）
又
は
看
護
師
及
び

准
看
護
師
並
び
に
看
護
補
助
者
の
員
数
（
以
下
「
看
護
師
等
の
員
数
」
と
い
う
。

）
が
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
病
院
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
病
院
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平

成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ

と
又
は
特
定
病
院
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に

は
、
当
該
病
院
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

第
五
十
四
条
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令

の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
第
二



十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開

設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ

の
開
設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
と
す
る
。
次
条
か

ら
第
五
十
五
条
の
こ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診

療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師

等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
聞
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

第
五
十
四
条
の
一
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
平
成
一

十
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
問
に
、
再
び
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と

又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に

は
、
同
条
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年

三
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
定
め
る

条
例
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
効

力
を
失
う
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
（
同
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
で
定
め

る
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
の
規
定
に
基
づ

き
制
定
し
た
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

21 第
五
十
五
条
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令

の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
平
成

十
三
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の

十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る

こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
開
設
地

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第

二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一． 

（略）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令

の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
平
成

十
三
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
診
療
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
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( 

第
五
十
五
条
の
一
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
平
成
三
一
（
新
設
）

十
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
聞
に
、
再
び
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
一

又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
一

は
、
同
条
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年
一

三

月

三

十

一

日

」

と

す

る

。

一

2
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
項
の
規
一

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
定
め
る
一

条
例
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
に
係
る
部
分
に
限
る
一

。
）
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
効
一

力
を
失
う
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
（
同
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
で
定
め
一

る
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
の
規
定
に
基
づ
一

き
制
定
し
た
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

（
そ
の
う
ち
の
一
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
）
と
す
る
。

、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ

る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た

場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ

て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床

に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
（
そ
の
う

ち
の
一
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
）
と
す
る
。

-93 -



-94 -

附
則
様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
医
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
七
号
）

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、〆

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

-128 -



-129 -

第
二
十
条
医
師
は
、
そ
の
交
付
す
る
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
に
、
次
に
掲
一
第
二
十
条
医
師
は
、
そ
の
交
付
す
る
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
げ
る
事
項
を
－
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

・

二

（

略

）

一

一

・

二

（

略

）

三
死
亡
の
場
所
及
び
そ
の
種
別
（
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
一
三
死
亡
の
場
所
及
び
そ
の
種
別
（
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
助

護
医
療
院
、
助
産
所
、
養
護
老
人
ホ

l
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ

i
ム
、
軽
費
老
一
産
所
、
養
護
老
人
ホ

l
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ

i
ム
、
軽
費
老
人
ホ
！
ム
又
は

人
ホ

l
ム
又
は
有
料
老
人
ホ
！
ム
（
以
下
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
で
死
亡
し
一
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ

た

と

き

は

、

そ

の

名

称

を

含

む

。

）

の

名

称

を

含

む

。

）

四
i
十

三

（

略

）

四

i
十
一
一
一
（
略
）

2

（略）

2

（略）

改

正

後

改

正

」u..
目lj

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）



-130 -

第
二
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



-131 -

第
四
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
歯
科
医
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

歯
科
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
八
号
）

＼ 

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

ワム
円
、
U

4sa－a
 



（

死

亡

診

断

書

の

記

載

事

項

等

）

（

死

亡

診

断

書

の

記

載

事

項

等

）

第
十
九
条
の
二
歯
科
医
師
は
、
そ
の
交
付
す
る
死
亡
診
断
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
一
第
十
九
条
の
二
歯
科
医
師
は
、
そ
の
交
付
す
る
死
亡
診
断
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
項
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

・

二

（

略

）

一

一

・

二

（

略

）

三
死
亡
の
場
所
及
び
そ
の
種
別
（
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
一
三
死
亡
の
場
所
及
び
そ
の
種
別
（
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
助

護
医
療
院
、
助
産
所
、
養
護
老
人
ホ

i
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
！
ム
、
軽
費
老
一
産
所
、
養
護
老
人
ホ

i
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
、
軽
費
老
人
ホ

i
ム
又
は

人
ホ
ー
ム
又
は
有
料
老
人
ホ

l
ム
（
以
下
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
で
死
亡
し
－
有
料
老
人
ホ
！
ム
（
以
下
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ

た

と

き

は

、

そ

の

名

称

を

含

む

。

）

の

名

称

を

含

む

。

）

四
i
十

三

（

略

）

四

1
十
三
（
略
）

2

（略）

2

（略）

改

正

後

改

正

目lj

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

q
d
 

n
J
 

唱
g
A



-134 -

第
二
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



-135 -

第
四
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

r 



（
歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

-184 -



（
社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

-232 -



第

動か十一 十一 療院｜｜くし 四（損事業

ら条条各 のは十二

生の 務業を 歯科 条
ず二号 益

る第に 師医が事損業益 の
収益項掲げい 範囲

又にる ヲ。務す常時勤
は規定業務を 以 は
用費 下

とするい同じ 本務妻 l改

す収益業務 う 。る
る 以下）、診療所 -. I 正

を同附帯業務 療法医 I 後
いじ 介護老
うD ）。 （ 人が

以及療法医保健施人関
下問収び 設す

じ。務益業人が設病院る
） 行又

事業活の ｛法第四 法第四う 護介医は 若師医

第

収益一掲げ いし四

項 うく十事損主業主
又は規定に業務をる 以歯科は条＝ 

費用す 下同医損事業益 の
すとるしう、じ。師が 範囲

る。 収業務益 以 、時勤務す常 は

をい。 ）下同じ。 務附帯業 務本来業 I 改

以及療（法医療所診る I 正

下同び 又療法医 l前

じ。 益業務収 人が 介護老は 入
） 行 が

活動事業の （法第十四 法第十四う 保健施人 設す開 傍線部分

か 二 二 設 病院る は．
改

ら条各条の 正

生の 務業を若医師 部分ず一号
る第に

-233 -



（
医
療
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

医
療
法
人
会
計
基
準
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

-244 -



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

改

正

目り

後

（

事

業

損

益

）

（

事

業

損

益

）

第
十
九
条
事
業
損
益
は
、
本
来
業
務
事
業
損
益
、
附
帯
業
務
事
業
損
益
及
び
収
益
一
第
十
九
条
事
業
損
益
は
、
本
来
業
務
事
業
損
益
、
附
帯
業
務
事
業
損
益
及
び
収
益

業
務
事
業
損
益
に
区
分
し
、
本
来
業
務
（
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
医
師
若
一
業
務
事
業
損
益
に
区
分
し
、
本
来
業
務
（
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
医
師
若

し
く
は
歯
科
医
師
が
常
時
勤
務
す
る
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
一
し
く
は
歯
科
医
師
が
常
時
勤
務
す
る
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
業

療
院
に
係
る
業
務
を
い
う
。
）
、
附
帯
業
務
（
医
療
法
人
が
行
う
法
第
四
十
二
条
一
務
を
い
う
。
）
、
附
帯
業
務
（
医
療
法
人
が
行
う
法
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る

各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
）
又
は
収
益
業
務
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
一
業
務
を
い
う
。
）
又
は
収
益
業
務
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
収

に
規
定
す
る
収
益
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
活
動
（
次
条
に
お
い
て
一
益
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
活
動
（
次
条
に
お
い
て
「
事
業
活
動
」

「
事
業
活
動
」
と
い
う
。
）
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
費
用
を
－
記
載
し
て
得
た
各
事
一
と
い
う
。
）
か
ら
生
ず
る
収
益
及
び
費
用
を
一
記
載
し
て
得
た
各
事
業
損
益
の
額
及

業
損
益
の
額
及
び
各
事
業
損
益
の
合
計
額
を
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。
び
各
事
業
損
益
の
合
計
額
を
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

-245 -



（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

-248 -



（

認

知

症

施

策

推

進

室

及

び

介

護

保

険

指

導

室

）

（

認

知

症

施

策

推

進

室

及

び

介

護

保

険

指

導

室

）

第
六
十
六
条
（
略
）

J

第
六
十
六
条
（
略
）

2

認
知
症
施
策
推
進
室
は
、
介
護
保
険
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
知
一

2

認
知
症
施
策
推
進
室
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

症
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
一
五
条
の
こ
に
規
定
す
る
認
知
症
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

3
1
8

（略）

改

正

後

（
看
護
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
及
び
看
護
職
員
確
保
対
策
官
）

第
十
五
条
（
略
）

2
1
3

（略）

4

看
護
職
員
確
保
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
看
護
師
等
の
確
保

に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
を
行
う

者
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

の
開
設
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
職
業
安
定
局
及
び
人

材
開
発
統
括
官
並
び
に
地
域
医
療
計
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

行
う
。

Q
U
f
3
0
0
 

（略）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
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正

目lj

（
看
護
サ
ー
ビ
ス
推
進
室
及
び
看
護
職
員
確
保
対
策
官
）

第
十
五
条
（
略
）

2
1
3

（略）

4

看
護
職
員
確
保
対
策
官
は
、
命
を
受
け
て
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
看
護
師
等
の
確
保

に
関
す
る
事
務
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
を
行
う

者
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と

並
び
に
職
業
安
定
局
及
び
人
材
開
発
統
括
官
並
び
に
地
域
医
療
計
画
課
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
。



－＼、ノ

（
法
附
則
第
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
四
十
一
条

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
地
域
包
括
ケ

ア
強
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ

て
介
護
医
療
院
（
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

）
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
設
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
介
護
医
療
院
の
名
称
中
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
地

域
医
療
支
援
病
院
そ
の
他
の
患
者
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
文
字
を
用
い
な
い
こ
と
と
す
る
。
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（
法
附
則
第
二
十
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
四
十
二
条

地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
附
則
第
二
十
八
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又

は
診
療
所
の
開
設
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
療
養
病
床
の

病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十

八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
介
護
医
療
院
の
用
に
供
す
る
こ
と

を
い
う
。
）

を
行
っ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
入
所
定
員
数
を
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の



問
、
療
養
病
床
に
係
る
既
存
の
病
床
の
数
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
等
）

第
四
十
三
条

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
整
備
政
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
旧
介
護
保
険
法
」

と
い
う

噌
B
ム

F

ひっ山

。
）
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
又
は
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る

者
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
決
定
（
同
法
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活

介
護
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
施
設
入
所
支
援
（
次
項
に
お
い

て

「
施
設
入
所
支
援
」

と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
支
給
決
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
指
定
障
害
者
支
援

施
設
（
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

入



た
年
月
日
」

と

「
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
政
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

信
用
一
久
木

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
看
護
職
員
が
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
経
過
措
置
）

信
用
二
久
木

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事

F
h
u
 

ro 
q
L
 

業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
町一寸

旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、

旧
施
行
規
則
第
九
条
、

第
九
条
の
二
及
び
第
百
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
問
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る。（
看
護
職
員
が
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い



る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
泊
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い

て
は
、

旧
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
八
、
第
二
十
二
条
の
九
及
び
第
百
四
十
条
の
七
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
問
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
条
例
の
制
定
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
附
則
第
二
十

八
条
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
聞
は
、
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
は
、
当
該
都

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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道
府
県
が
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

！日
様
式

と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。



附則様式第 1 （附則第 56条第1項関係）

移行計画認定申請書

年月日

厚生労働大臣 殿

法人所在地

法人名

代表者の氏名 ドp

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第 10

条の 3第 1項の認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

コいきロ

1 法人の設立年月日 年 月 日

2 法人が開設する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院名等

医療機関等の名称 所在地

3 現在の法人類型

（ ） イ 出資額限度法人

ロ 出資額限度法人以外の医療法人



第二号書式（第六条関係）

医 師届出票
（ 年12月31日現在）

(1）住 所｜干円三日；口口口
ふりがな

}jlj 

電 話

市外局番

1 平成

2 昭和
年 月 日

3 大正

~ 明平治成

2 昭和
年 月 日

3 大正
4 明治

(2）氏名

1 男

ω医籍登録番号｜第ii i 
L_j__j 

(7）従事している施設及び業務の種別

回答欄

(3）性

01～19のうち 1つ
を記入すること。

主たる施設・業務
の種別（ 1つ）

複数の施設に従事
している場合で2

番目に長時間従事

している施設につ
いて01～18のうち

1つを記入するこ
と。

従たる施設・業務
の種別（ 1つ）

(8）主たる従事先

業務の種別

01診療所の開設者又は法人の代表者

02診療所の勤務者

病院 I 03病院の開設者又は法人の代表者

｛医育機関附属の病院を除く。） I 04病院の勤務者

05医育機関の臨床系の教官又は教員

06医育機関の臨床系の大学院生

（医学部を有する大学 I 01医育機関の臨床系の勤務者で05及び06以外の者（医員、臨床研修医、その他）

又はその附属機関） I os医育機関の臨床系以外の大学院生

09医育機関の臨床系以外の勤務者で08以外の者（教官、教員、その他）

10介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者
介護老人保健施設 ｜ 

11介護老人保健施設の勤務者

12介護医療院の開設者又は法人の代表者

13介護医療院の勤務者

14医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者

15行政機関の従事者

16 14及び15以外の産業医

17上記以外の保健衛生業務の従事者

18その他の業務の従事者

19無職の者

((7）欄の「主たる施設・業務の種別j に01～17のいずれかを記入した場合の従事先について
記入すること。）

施設の種別

診療所

医育機関

介護医療院

上記以外の施設

その他

ふりがな 電話

名称
市外局番

所 在地 口市郡
口口口口都府

口口
区

町
村

（複数の施設に従事している場合、（7）欄の「従たる施設・業務の種別Jに01～17のいずれかを
記入した場合の従事先について記入すること。）

(9）従たる従事先

ふりがな 電話

名称
市外局番

所在 地
干口口口一口口口口

区
町

村

主たる従事先の状況
（以下の（10）～（12）欄は、（7）欄の「主たる施設・業務の種別Jに01～05、07及び09～17のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

1・2いずれかをOで囲むこと。「※「常勤Jとは原則として施設で定めた勤務時間のすべて「
I を勤務している者（ただし、勤務時聞が 1週間あたり32時 I 

1 常勤 2 非常勤 ｜ 間未満の者は含まない。）。 「非常勤Jとは「常勤j以外 ｜ 
L の者。 _J 

(10）就業 形 態

最も長時間従事している業務内容の番号をOで囲むこと。

(11）主たる業務内容
1 診療 4 産業医業務 5 その他2 教育・研究 3 管理

以下を取得中の者は番号をOで囲むこと。

(12）休業の 取得
1 産前・産後休業 2 育児休業

裏面へ続く

3 介護休業



従 事する
(13) 

診療科名等

従事するすべての診
療科名の番号をOで
囲むこと。また、 2
つ以上Oで囲んだ者
は右欄に主たる診療

科名の番号を 1つ記

入すること。

臨床研修医の場合、

r4o臨床研修医J
のみをOで囲むこ
と。

該当する診療科名が

ない場合、最も近い
診療科名の番号をO
で囲むこと。

取得している広告

可 能 な 医師の専門

(14）性に関する資格名

及び麻酔科の
標梼資格

取得しているすべて

の資格名の番号をO
で囲むこと。

(15）修際に医 課程を

めた大学名等

大学名等の番号を 1

つOで囲むこ学と。院名
（修了した大

等の番号をOで屈ま
ないこと。）

大学の再編・統合・

改称により、医師免

許取得修の際に学医学名課が
程をめた大

選択肢にない場合、

再編・統合・大改称が

行の番われた後の 学名
号をOで囲むこ

と。

(16) 本届出票の活用に
対する確認

(17）備 考

((7）欄の「主たる施設・業務の種別Jに01～07のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

01 内科 02 呼吸器内科 03 循環器内科

04 消化器内科（胃腸内科） 05 腎臓内科 06 神経内科

I I 07 糖尿病内科（代謝内科） 回 血液内科 09 皮膚科

II I 

ml 

10 アレルギー科 11 リウマチ科 12 感染症内科

13 小児科 14 精神科 15 心療内科

16 外科 17 呼吸器外科 18 心臓血管外科

19 乳腺外科 20 気管食道外科 21 消化器外科（胃腸外科）

22 泌尿器科 23 虹門外科 24 脳神経外科

25 整形外科 26 形成外科 27 美容外科

28 眼科 29 耳鼻いんこう科 30 小児外科

31 産婦人科 32 産科 33 婦人科

34 リハビリテーション科 35 放射線科 36 麻酔科

37 病理診断科 38 臨床検査科 目救急科

主たる診療科名
の番号（ 1つ）

NI 40 臨床研修医 41 全科

v I 42 その他（ ） 

医療法に基づいて広告することが可能とされている医師の専門性に関する資格及び麻酔科の標梼資格

（麻酔科標楊医）を指すの専門性に関する資格は更新制であるため、現時点で資格を取得しているか

どうかを確認の上記入すること。なお、 「認定医」は広告可能な資格ではないことに留意すること。

I I 

01 総合内科専門医 02 小児科専門医 03 皮膚科専門医

04 精神科専門医 師外科専門医 06 整形外科専門医

07 産婦人科専門医 08 眼科専門医 09 耳鼻咽喉科専門医

10 泌尿器科専門医 11 脳神経外科専門医 12 放射線科専門医

13 麻酔科専門医 14 病理専門医 15 救急科専門医

16 形成外科専門医 17 リハビリテーション科専門医

18 呼吸器専門医 19 循環器専門医 20 消化器病専門医

21 腎臓専門医 22 肝臓専門医 23 神経内科専門医

24 糖尿病専門医 25 内分泌代謝科専門医 26 血液専門医

アレルギー専門医 28 リウマチ専門医 29 感染症専門医

30 心療内科専門医

31 呼吸器外科専門医

34 気管食道科専門医

37 超音波専門医

40 老年病専門医

43 漢方専門医

46 核医学専門医

49 ペインクリニック専門医

52 がん薬物療法専門医

55 小児神経専門医

32 心臓血管外科専門医 33 

35 消化器外科専門医 36 

38 細胞診専門医 39 

41 消化器内視鏡専門医 42 

44 レーザー専門医 45 

47 大腸虹門病専門医 48 

50 熱傷専門医 51 

53 周産期（新生児）専門医 54 

56 一般病院連携精神医学専門医

手L線専門医

小児外科専門医

透析専門医

臨床遺伝専門医

気管支鏡専門医

婦人科艦蕩専門医

脳血管内治療専門医

生殖医療専門医

II I 57 麻酔科標務~

01 北海道大学 02 旭川医科大学 03 弘前大学 04 東北大学

05 秋田大学 06 山形大学 07 筑波大学 08 群馬大学

09 千葉大学 10 東京大学 11 東京展科歯科大学 12新潟大学

13 富山大学 14 金沢大学 15 福井大学 16 山梨大学

17 信州大学 18 岐阜大学 19 浜松医科大学 20 名古屋大学
国

21 三重大学 22 滋賀医科大学 23 京都大学 24 大阪大学
立

25 神戸大学 26 鳥取大学 27 島根大学 28 岡山大学

29 広島大学 30 山口大学 31 徳島大学 32 香川大学

33 愛媛大学 34 高知大学 35 九州大学 36佐賀大学

37 長崎大学 38 熊本大学 39 大分大学 40 宮崎大学

41 鹿児島大学 42 琉球大学

公 43 札幌医科大学 44 福島県立医科大学 45 横浜市立大学 46名古屋市立大学

‘ 

立 47 京都府立医科大学 48 大阪市立大学 49 奈良県立医科大学 .50 和歌山県立医科大学

乍立Z‘ 51 岩手医科大学 52 自治医科大学 53 濁協医科大学 54埼玉医科大学

大 55 杏林大学 56 慶慮義塾大学 57 順天堂大学 58 昭和大学

学校 59 帝京大学 60 東京医科大学 61 東京慈恵会医科大学 62 東京女子医科大学

外 63 東邦大学 64 日本大学 65 日本医科大学 66 北里大学
国

67 東海大学 68 聖マリアンナ医科大学 69 金沢医科大学 70愛知医科大学
医学

校 71 藤田保健衛生大学 72 大阪医科大学 73 関西医科大学 74 近畿大学

そ 75 兵庫医科大学 76 川崎医科大学 77 久留米大学 78 福岡大学
σ〉

79 産業医科大学 80 防衛医科大学校 81 外国の医学校 82 その他
他

情す各都報る道のこ府全と部県に又園に童おは一けL部るな医をい師、墨確住金保所に地対は策の、都の右道検欄府討lこ県等O及にを活び付従用けす事る先るこのたと所め。在、本地届の都出道票府に記県載が利し用た

同意しない場合

提出期限翌年1月15日



死亡診断書（死体検案書）
＼ 

この死亡診断書（死体検案書）は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。横書で、できるだけ詳しく書いてください。

明治昭和
年 月 日骨一

氏 名
1男

生年月日
大正平成

2女
1.き生はま生れまてれかたら3時0刻日以も書内いにて死く亡だしさたいと ｜｜ 午 前 ・ 午 後 時 分

死亡したとき 平成 年 月 日 午前・午後 時 分
.J 

咽昨一一

死亡したところの種別 I病院 2診療所 3介護医療院・介護老人保健施設 4助産所 5老人ホーム 6自宅 7その他

死亡したところ
死 亡 し た と こ ろ

番地

及びその種別
番 号

（死亡したところの種別1～5)

）骨一
施設 の名 称、

（ア）直接死因 発病（発症）
死亡の原因 又は受傷から

死亡までの期
（イ）（ア）の原因 問 》

+I欄、 E欄ともに疾愚 I 
・年、月、日

の終末期の状態としての
等の単位で書

心不全、呼吸不全等は書 （ウ）（イ）の原因 いてください

かないでください ただし、 1

日未、満時の場合
φI欄では、最も死亡に （エ）（ウ）の原因 は、 、分等

影学響的を与えた傷の順病名番を医書 の単く位だで番い
因果関係 で て さい ~ 『

いてください
直接には死因に傷関係病 （例： 1年・I欄の傷病名の記載は II 
しないが I欄の 3ヵ月、～ 5時

各欄一つにしてください 経た過傷病に名影響等を及ぼし 間20分）

ただし、欄が不足する
手 平成 年月

場医合学的は因（果エ）関繍係に残りを 1無 2有 手術年月日
日 咽昨一一の順番で 術 昭和

書いてください

1無 2有（主要所見解
剖

I病死及び自然死

不一死 { 2交通事故 3転倒転落 4溺水 5煙火災…による傷害）
咽十一一

死因 の 種 類 6窒息 7中毒 8その他
外国死

その他及び不詳の外国死｛ 9自殺叫殺日の他及び不詳の外国

12不詳の死

傷害が発生した
平成・昭和 年 月 日 午 前 ・ 午 後 時 分 傷害が

都道

外因死の
とき

発生し 府県

追加事項 傷害が発生した
たとこ 市 区

噌F一一
ところの種別

l住居 2工場及び建築現場 3道路 4そ の 他 （ ）ろ
郡 町村。伝聞又は推定

情報の場合でも 手 段及び状況 ~一一
書いてください

出生時体重 単胎・多胎の別 妊娠週数
、

生後 1年未満で
グラム l単胎 2多胎（ 子中第 子） 満 週 同一トー

妊娠・分娩時における母体の病態又は異状 母の生年月日 前固までの妊娠の結果
病死した場合の

出生児 人昭和

追 力日 事 項 1無 2有 年 月 日 死産児 目台
〉

平成 （妊娠満22週以後に限る）

その他特に付百すべきことがら

上記のとおり診断（検案）する 診断（検案）年月日 平成 年 月 日

本診断書（検案書）発行年月臼 平成 年 月 日l病院診療所介一一｜
番地

護老人保健施設等の名称、及び所在地又
番 マZコ"3" 

は医師の住所

（氏名） 医師 印

｜記入の注意｜

生年月日が不詳の場合は、推
定年齢をカッコを付して書い
てください。

夜の12時は「午前0待j 、昼
の12時は f午後OE寺j と書い
てください。

「5老人ホームjは、養護老人
ホーム、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム及び有料
老人ホームをいいます。

死亡したところの種別で r3介
護医療院・介護老人保健施
政Jを選択した場合は、施設
の名称に続けて、介護医療
院、介護老人保健施設の別を
カッコ内に書いてください。

傷病名等は、日本語で書いて
ください。

I欄では、各傷病について発
病の製（例：急性）、病因
（例：病原体名）、部位
（例：胃噴門部がん）、性状
（例：病理組織型）等もでき
るだけ書いてください。

妊娠中の死亡の場合は「妊娠
満何遇J、また、分娩中の死
亡の場合は「妊娠満何週の分
娩中Jと書いてくださし、。
産後42日未満の死亡の場合は
「妊娠満何週産後満何日Jと

書いてください。

I欄及びH榔に関係した手術
について、術式又はその診断
名と関連のある所見等を書い
てください。紹介状や伝聞等
による情報についてもカッコ
を付して書いてください。

「2交通事故j は、事故発生か
らの期間にかかわらず、その
事故による死亡が該当しま
す。
「5煙、火災及び火焔による傷

害Jは、火災による一酸化炭
素中毒、窒恵、等も含まれま
す。

r1住居Jとは、住宅、庭等を
いい、老人ホーム等の居住施
設は含まれません。

傷害がどういう状況で起こっ
たかを具体的に書いてくださ
し、。

妊娠週数は、最終月経、基礎
体温、超音波計測等により推
定し、できるだけ正確に書い
てください。

母子健康手帳等を参考に書い
てください。



歯科 医 師 届 出 票
（ 年12月31日現在）

第二号書式（第六条関係）

(1）住 所 干口口口J口口口口
府県

ふ り カ2 な 電 話

(2）氏 名
市外局番

1 平成

(3）性 jjlj l 男 ・ 2 女 (4）生 年 月 日 2 昭和
3 大正

年 月 日

4 明治

；号

1 平成

(5）歯科医籍登 録 番 号 (6） 歯 科 医 籍 登 録 年 月 日
2 昭和

年 月 日
3 大正
4 明治

(7）従事している施設及び業務の種別

回答欄 施設の種別 業務の種別

01～18のうち 1つを 診療所
01診療所の開設者又は法人の代表者

記入すること。 02診療所の勤務者

主たる施設・業務 病院 03病院の開設者又は法人の代表者

の種別（1つ） （医育機関附属の病院を除く。） 04病院の勤務者

医育機関
05医育機関の臨床系の教官又は教員

06医育機関の臨床系の大学院生

（歯学部若しくは医学部 07医育機関の臨床系の勤務者で05及び06以外の者（医員、臨床研修医、その他）
複数の施設に従事し

を有する大学又はその 08医育機関の臨床系以外の大学院生
ている場合で2番目
に長時間従事してい 附属機関） 09医育機関の臨床系以外の勤務者で08以外の者（教官、教員、その他）

る施設について01～
介護老人保健施設

10介護老人保健施設の開設者文は法人の代表者
17のうち 1つを記入 11介護老人保健施設の勤務者
すること。 12介護医療院の開設者又は法人の代表者

介護医療院
13介護医療院の勤務者

14医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
従たる施設・業務 上記以外の施設 15行政機関の従事者
の種別（1つ）

16上記以外の保健衛生業務の従事者

その他
17その他の業務の従事者

18無職の者

(8）主たる従事先
( (7）欄の「主たる施設・業務の種別j に01～16のいずれかを記入した場合の従事先について
記入すること。）

ふりがな 電 話

名 称
市外局番

所在地
干口口口都道一口口口市口

区
町

府県 郡 村

(9）従たる従事先
（複数の施設に従事している場合、（7）欄の「従たる施設・業務の種別j に01～16のいずれかを
記入した場合の従事先について記入すること。）

ふりがな 電 話

名 称
市外局番

所在地 =roo口府都道県口口口市郡口
区

町

キナ

主たる従事先の状況

（以下の（10）～（12）欄は、（7）欄の「主たる施設・業務の種別」に01～05、07及び09～16のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

1 2 l.t \f;(l,]j~ーで「常勤」一一一務時間叶ベ］
(10）就 業 形 態

てを勤務している者（ただし、勤務時間が 1週間あたり
1 常勤 2 非常勤 32時間未満の者は含まない。）。 「非常勤Jとは「常

勤j 以外の者。

(11）主たる業務内容
最も長時間従事している業務内容の番号をOで囲むこと。

1 診療 2 教育・研究 3 管理 4 その他

(12）休業の取得
以下を取得中の者は番号をOで囲むこと。

1 産前・産後休業 2 育児休業 3 介護休業

裏面へ続く



(13）診従A 療事科す名 等る ( (7）欄の「主たる施設・業務の種別Jに01～07のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

名従事するすべての診療科
の番号をOで囲むこ 主たる診療科名

と。また、 2つ以上Oで 1 歯科 2 矯正歯科 3 小児歯科 4歯科口腔外科
囲んだ者は右欄に主たる の番号（1つ）

診療科名の番号を 1つ記 5 臨床研修歯科医
入すること。

臨床研修歯科医の場合、 f5臨床研修歯科医JのみをOで囲むこと。

取能得なしてい師る広の告専可
(14) 歯科医 門

医療法に基づいて広告することが可能とされている歯科医師の専門性に関する資格を指す。

性 に関する資格名 資格は更新制であるため、現時点で資格を取得しているかどうかを確認の上記入すること。

なお、 「認定医jは広告可能な資格ではないことに留意すること。

取得しているすべての資
1 口腔外科専門医 2 歯周病専門医 3 歯科麻酔専門医格名の番号をOで囲むこ

と。

4 小児歯科専門医 5 歯科放射線専門医

各都道府県における歯科医師の適正配置の検討等に活用するため、本届 同意しない場合

(15) 本届出票の活用に
対する確認

出票に記載した情報の全部又は一部を、住所地の都合道に府は県及び従事先の
所在地の都道府県が利用することに同意しない場ロ は、右欄にOを
付けること。

(16) 備 考

提出期限翌年1月15日



(13) 診従 療事科す名 等る ( (7）欄の「主たる施設・業務の種別j に01～07のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

従事するすべての診療科
名の番号をOで囲むこ 主たる診療科名
と。また、 2つ以上Oで 1 歯科 2 矯正歯科 3 小児歯科 4歯科口腔外科
囲んだ者は右欄に主たる の番号（1つ）

診入療す科る名この番号を 1つ記 5 臨床研修歯科医
と。

臨床研修歯科医の場合、 「5臨床研修歯科医j のみをOで囲むこと。

取得してい師る広の告専可門
(14）能な歯科医

医療法に基づいて広告することが可能とされている歯科医師の専門性に関する資格を指す。

性に関する資格名 資格は更新制であるため、現時点で資格を取得しているかどうかを確認の上記入すること。

なお、 「認定医」は広告可能な資格ではないことに留意すること。

取格名得しているすべての資
の番号をOで囲むこ 1 口腔外科専門医 2 歯周病専門医 3 歯科麻酔専門医

と。

4 小児歯科専門医 5 歯科放射線専門医

各都道府県における歯科医師の適正配置の検討等に活用するため、本届 同意しない場合

(15) 本届出票の活用に
対する確認

出票に記載した情報の全部又は一部を、住所地の都合道に府は県及び従事先の
所在地の都道府県が利用することに同意しない場ロ は、右欄にOを
付けること。

(16) 備 考

提出期限翌年1月15日



死亡診断書

この死亡診断書は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。構書で、できるだけ詳しく書いてください。

明治昭和
年 月 日川一一

氏 名
l男

生年月日
大正平成

2女
［生きはま生れまてれかたら3時0刻日以も書内いにて死く亡だしさたいと ｜｜ 午 前・午後 時 分

死亡したとき 平成 年 月 日 午 前 ・ 午 後 時 分

崎一一

死亡したところの種別 l病院 2診療所 3介護医療院・介護老人保健施設 4助産所 5老人ホーム 6自宅 7その他

死亡したところ
死 亡 し た と こ ろ

番地

及 びその種別
番 号

（死亡したところの種別l～5)

）時一

施 設 の名 称

（ア）直接死因 発病（発症）
死 亡の原因 又は受傷から

死亡までの期
（イ）（ア）の原因 間

+I欄、 E欄ともに疾慮 I 
・年、月、日

の終末期の状態としての
等の単位で書

心不全、呼吸不全等は書 （ウ）（イ）の原因 いてください

かないでください ただし、 1
日未満の場合

+I械では、最も死亡に （エ）（ウ）の原因 は、 時で、分番等
影学響的を与えた傷病名でを書医 の単位 い

因果関係の順番 てください -
いてください 直接には死因に関係 （例： 1年

+I欄の傷病名の記載は II 
しないが I榔の傷病 3ヵ月、 5時

各綱一つにしてください 経た過傷病に名影響等を及ぼし 間20分）

ただし、欄が不足する
手 平成 年月場合は因（果エ）関欄係に残りを 1無 2有 手術年月日

日 時一一医学的 の順番で 術 昭和
書いてください

主要所見

解剖 1無 2有

1病死及び自然死

不慮の外国死 i 2交通事故 3転倒・転落 4溺水 5煙、火災及び火娼による傷害 L 「
崎一一

死因の種類 6窒息 7中毒 8その他
外国死

その他及び不詳の外国死｛ 9自殺叫殺 M の他及び不詳の外因

12不詳の死

傷害が発生した
平成・昭和 年 月 日 午前・午後 時 分 傷害が

都道

外因死の
とき

発生し 府県

追加事項 傷害が発生した
たとこ 市 区

l住居 2工場及び建築現場 3道路 4そ の 他 （ ）ろ
咽十一一

・伝聞又は推定
ところの種別 郡 町村

情報の場合でも 手 段及び状況 咽昨一一

書いてください

出生時体重 単胎・多胎の別 妊娠週数
、

生後 1年未満で
グラム 1単胎 2多胎（ 子中第 子） 満 週 咽←ー

妊娠・分娩時における母体の病態又は異状 母の生年月日 前回までの妊娠の結果
病死した場合の

出生児 人昭和

追 カ日 事 項 1無 2有 年 月 日 死産児 胎 〉

平成 （妊娠満22週以後に限る）

その他特に付言すべきことがら

上記のとおり診断する 診断年月日 平成 年 月 日

本診断書発行年月日 平成 年 月 日l病院問介ーは
番地

護老人保健施設等の名称及び所在地又
番 号

は歯科医師の住所

（氏名） 歯科医師 印

｜記入の注意｜

生年月日が不詳の場合は、推
定年齢をカッコを付して書い
てください。

夜の12時は「午前0時J、昼
の12時は f午後0時j と書い
てください。

rs老人ホームjは、養護老人
ホーム、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム及び有料
老人ホームをいいます。

死亡したところの種別で「3介
護医療院・介護老人保健胞
設j を選択した場合は、施設
の名称に続けて、介護医療
際、介護老人保健施設の日ljを
カッコ内に書いてください。

傷病名等は、日本語で書いて
ください。

I機では、各傷病について発
病の型（例：；急性）、病因
（例：病原体名）、部位
｛例：腎噴阿部がん）、性状
（伊j：病理組織型）等もでき
るだけ書いてください。

妊娠中の死亡の場合は「妊娠
満何通J、また、分娩中の死
亡の場合は「妊娠満何週の分
娩中Jと書いてください。
産後42日未満の死亡の場合は
「妊娠満何遡産後満何回j と

書いてください。

I欄及びE欄に関係した手術
について、術式又はその診断
名と関連のある所見等を寄い
てください。紹介状や伝関等
による情報についてもカッコ
を付して書いてください。

「2交通事故Jは、事故発生か
らの期間にかかわらず、その
事故による死亡が該当しま
す。
「5煙、火災及び火焔による傷

害Jは、火災による一酸化炭
素中毒、窒旬、等も含まれま
す。

『1住居Jとは、住宅、庭等を
いい、老人ホーム等の居住施
設は含まれません。

傷害がどういう状況で起こっ
たかを具体的に書いてくださ

妊娠遇数は、最終月経、基礎
体温、超音波計測等により推
定し、できるだけ正確に書い
てください。

母子健康手帳等を参考に書い
てください。
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歯科衛生士業務従事者届

｜年齢｜ 歳

住 所

番 号

歯科衛生士名簿登録
年 月 日

保健所、都道府県又は市区町村

（ア保健所イ都道府県（アを除く。）

ウ市区町村（アを除く。））

2 病院

3 診療所

4 介護保険施設等

（ア介護老人保健施設イ 介護医療院

業務に従事する場所
ウ 指定介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

エ居宅介護支援事業所オその他）

5 歯科衛生士学校又は養成所

6 事業所

7 その他

所 在 地

名 称

備 考

（注意） 1. 該当する不動文字又は数字をOで囲むこと。

2. f業務に従事する場所j の欄は、 2以上の場所において業務に従

事している場合は、その主たるもの一つについて記載すること。

3. 平成3年6月30日までに免許を取得した者は、同日現在いずれの都

道府県の歯科衛生士籍に登録されていたかを備考欄に明記するこ

と。


